
　★一時預かりサービス

　　急な外出やリフレッシュ等で一時預かり事業を利用された場合

　★病児保育事業

　　　子どもさんの体調不良時に病児保育事業を利用された場合

　　　育児支援サービスの利用は事前登録が必要です。

　　　直接各施設にお問い合わせください。

使い方

・応援券をそのまま
金券として、お支払

いください。

ファミリー・
サポート・
センター事業

（原則提供会員自
宅での預かり）

安芸高田市
社会福祉協議会

吉田支所
☎47-1311

生後6か月～
小学6年生

（障害のある児
童は中学3年生

まで）

①一時預かり、
月～土

　1時間300円
日祝、年末年始
　1時間350円
②宿泊預かり
　1泊4,000円

内容 申込先 対象児童 料金

安芸高田市子育て
支援センター
一時預かり

（保育室ふわふ
わ）

安芸高田市
社会福祉協議会

吉田支所
☎47-1311

生後6か月～
小学3年生

1時間300円

・応援券をそのまま
金券として、提供会
員さんにお支払いく

ださい。

育児支援

サービス

使い方と

サービス提供施設



　　子育て応援券は1枚500円のため、お釣りがでません。

　　端数は実費負担となります。

　　例）　一時預かりサービスを5時間利用された場合

　　　　　1時間300円　×　5時間　＝　利用料金1,500円

　　　　　⇒　子育て応援券3枚使用（実費負担なし）

　　　　　一時預かりサービスを6時間利用された場合

　　　　　1時間300円　×　6時間　＝　利用料金1,800円

　　　　　⇒　子育て応援券3枚使用、実費負担300円

　　　　　　　※子育て応援券4枚で支払うことはできません

甲田いづみ
こども園

☎45-7270

病児保育事業
（病児・病後児）

地域子育て支援
拠点事業
一時預かり

みどりの森
保育所

☎54-0880

生後６か月～
未就学児

1時間300円

ふなさ保育園
☎57-0007

くるはら保育園
☎57-1633

甲田いづみ
こども園

☎45-7270

生後6か月～
小学３年生

半日1,000円
1日2,000円

・保育園で現金を支
払った後、その園で
請求書の記入をして
ください。後日、口
座に振り込みます。

・応援券をそのまま
金券として、お支払

いください。

・応援券をそのまま
金券として、お支払

いください。


